
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般的な個人開業診療所を想定しています、ケースバイケースのため適宜実態に合わせ、おおむねの流れとしてご活用ください。 

※濃厚接触者とは、「患者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった方」、「適切な感染防護なしに患者を 

診察、看護もしくは介護していた方」、「患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方」、「手で触れ 

ることのできる距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、患者と１５分以上の接触があった方」とされてお 

ります。濃厚接触の有無は最終的に保健所の判断です、濃厚接触者と判断された場合はＰＣＲ検査等が実施されております。 

また、ＰＣＲ検査実施は保健所が本人に直接連絡します、診療所（院長）には保健所からは特段連絡が来ないと思われますので 

従業員にきちんと報告させることが大事です。 

※適切な院内感染対策を講じていれば患者とは濃厚接触にならない可能性がありますので、患者を巻き込んでの集団感染になら 

ないよう日頃からの感染対策に注意が必要です。 

※歯科医師会への報告は義務ではありませんが、可能な限りご報告をお願いいたします。 

歯科医院での新型コロナウイルス感染症 発生時対応フロー（２） 

従業員の場合 

＊当該従業員は検査結果が出るまで自宅待機 

＊院長は他従業員に濃厚接触の可能性ないか聞き取りし、疑いがあれば自宅待機を検討 

＊院長が濃厚接触の疑いある場合は一時休診も検討 

＊院内消毒作業実施、陽性者が出た場合は歯科医師会にも報告 

 

陽 性 
陰 性 

保健所の指示に従

い当該従業員は隔

離措置 

診療継続は保健所

に相談 

院内に濃厚接触者が 

いない 

院内に濃厚接触者が 

いる 

陰 性 

健康観察を行い 

診療継続については 

保健所に相談 

陽 性 

 陽性者は隔離措置 

診療の継続・休診に 

ついては保健所に相談 

院内に文書を掲示し、患者へ公表（積極的な公表が望ましいと考えます） 

休診の場合は診療所入り口等に掲示               （※ひな型別添） 

＊諸症状等で医科医療機関を受診した結果（感染疑い） 

＊既に陽性となった患者の濃厚接触者として保健所から連絡がきた場合（濃厚接触） 

従業員がＰＣＲ検査の実施対象となった場合 

健康観察を行い 

診療継続については 

保健所に相談 


